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特定非営利活動法人 ぶ ど う の い え  

１ 事業の成果 

 今年度も引き続くコロナ禍によって、前年度からの休業の継続を強いられ、11 月の再開までの間、滞

在者を受け入れることは叶わなかった。ぶどうのいえの目指す「難病とたたかう子どもと家族のための

滞在施設」の社会的需要は、今もなお全国に 20 万人という対象者によって変わっていない。高度・専門

医療を求める患児と看護に尽力するご家族を支える滞在施設は、このコロナ禍の災禍の時にもなおその

存在と積極的な活動が求められている。事業再開に当たっては、滞在者はもとより、当施設で働くボラ

ンティアの人々の感染拡大の防止に最大限注力し、施設全体の衛生環境の維持と向上に最大限努力して

きた。今期も、早期のコロナ禍の終息を期待しつつ、本事業の維持と継続に全力で当たっていきたい。 

 

２ 事業の実施に関する事項 

（１）特定非営利活動に係る事業              （事業費の総費用【 11,892 】千円） 

 

（２）その他の事業                    （事業費の総費用【  0  】千円） 

定款に記載 
された 
事業名 

事業内容 日時 場所 
従事者 
人数 

事業費 
（千円） 

なし  
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定款に記載 
された 
事業名 

事業内容 日時 場所 従事者 
人数 

受益 
対象者 
範囲 

受益 
対象
者 
人数 

事業費 
（千円） 

管理運営に 
関する事業 
（定款 5 条の①） 

難病等の子ども達と家族
の滞在施設（滞在室 11 室
と付帯する施設・設備）の
運営事業 

本年は11
月から12
月までの
み稼働。 

ぶどうのいえ

施設 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
登録人
数 

26名 

難病児と
その家族 

5名 10,610 

広報活動に 
関する事業 
（定款 5 条の②） 

HP の運営・会報の発行・
外部支援者によるチャリ
ティーイベントへの参
加・企業、病院訪問・見学
者受入 

通 年 

随 時 

日本全国・東
京都内及びぶ
どうのいえ 

10名 

HP随時更
新、全国
関係者に
会報発送 

600名 1,282 

 
援助・支援活
動に関する事業 
（定款 5 条の③） 

守口ぶどうのいえ・京都ぶ
どうのいえ・がじゅまるの
いえ運営相談 
 

随 時 

今年度は電話
連絡による近
況の情報交換
のみ 

5名 

難病児と
そ の 家
族、関連
滞在施設 

 5 

目的達成に 
関する事業 
（定款 5 条の④） 

講演会の開催実施・ 
JHHH 全国ネットワーク会
議 

2021年
12月 

講演会等は実
施せず 
JHHH は Zoom
による開催 

5名 

滞在者・
ボランテ
ィア他希
望者 

 5 

 

      11,892 


